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○御殿場市総合体育施設条例施行規則 

平成２２年３月３１日 

規則第１０号 

改正 令和２年２月１７日規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、御殿場市総合体育施設条例（平成１７年御殿場市条例第３０号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定める。 

（利用承認の申請） 

第２条 条例第６条の規定により御殿場市総合体育施設（以下「体育施設」という。）の

利用の承認を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる申請書を指

定管理者に提出しなければならない。ただし、個人利用については、この限りでない。 

(1) 御殿場市陸上競技場利用承認申請書（様式第１号） 

(2) 御殿場市体育館利用承認申請書（様式第２号） 

(3) 御殿場市中央テニスコート利用承認申請書（様式第３号） 

(4) 御殿場市東・南運動場利用承認申請書（様式第４号） 

２ 前項の申請書は、利用日前３日から６０日以内の期間に提出しなければならない。た

だし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。 

３ 指定管理者が必要と認めるときは、申請者は、第１項の申請書に利用計画書等を添え

なければならない。 

（承認書等の交付） 

第３条 指定管理者は、前条第１項の規定による申請を承認したときは、次に掲げる承認

書を申請者に交付する。 

(1) 御殿場市陸上競技場利用承認書（様式第５号） 

(2) 御殿場市体育館利用承認書（様式第６号） 

(3) 御殿場市中央テニスコート利用承認書（様式第７号） 

(4) 御殿場市東・南運動場利用承認書（様式第８号） 

２ 利用の承認は、申請の順位によりこれを行う。ただし、申請が同時に行われたときは、

抽選により決定する。 

３ 体育施設を個人で利用しようとする者（以下「個人利用者」という。）には、個人利

用券（様式第９号）を発行する。 

４ 利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）及び個人利用者は、第１項の承認

書又は前項の個人利用券を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければ

ならない。 
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（利用料金の減免） 

第４条 条例第９条の市長の定める基準は、次に定めるところによる。 

(1) 市が主催して使用するとき 免除 

(2) 市が共催して使用するとき ２分の１を減額 

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき 免除又は２分の１を減額 

２ 前項の利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第２条第１項の申請書に体育

施設利用料金減免申請書（様式第１０号）を添えて、指定管理者に提出しなければなら

ない。 

３ 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、体育施設利用料金減免通知

書（様式第１１号）を利用者に交付する。 

（利用の取消し及び変更） 

第５条 利用者がその利用を取り消し、又は変更しようとするときは、利用日前１５日ま

でに体育施設利用取消し（変更）申請書（様式第１２号）に第３条第１項の承認書を添

えて、指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、体育施設利用取消し（変更）

承認書（様式第１３号）を利用者に交付する。 

（利用料金の還付） 

第６条 条例第１０条ただし書の市長の定める基準は、次に定めるところによる。 

(1) 利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額還付 

(2) 利用日前１５日までに利用の承認の取消しを願い出たとき ２分の１還付 

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき ４分の１還付 

２ 利用料金の還付を受けようとする者は、体育施設利用料金還付申請書（様式第１４号）

に、利用料金を納付したことを証する書面を添えて、指定管理者に申請しなければなら

ない。 

（特別設備の制限） 

第７条 利用者は、体育施設を利用するため特別の設備をしようとするときは、あらかじ

め指定管理者の許可を受けなければならない。 

（利用者等の遵守事項） 

第８条 利用者又は入場者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければ

ならない。 

(1) 利用時間及び利用区分を守ること。 

(2) 施設又は器具若しくは用具の利用後は、原状に復し、係員の点検を受けること。 

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。 
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(4) 許可を受けないで、物品等の販売又は展示をしないこと。 

(5) 許可を受けないで、はり紙等の行為をしないこと。 

(6) 所定の場所以外には、出入りしないこと。 

(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。 

(8) 御殿場市陸上競技場及び御殿場市体育館を大会等で利用する場合は、会場内外の秩

序を保つため、必要な整理員を配置すること。 

(9) その他係員の指示に従うこと。 

（市長による管理） 

第９条 条例第１４条の規定により、市長が体育施設の管理を行う場合は、第２条及び第

３条第１項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第４条の見出し中「利用料金」と

あるのは「使用料」と、同条第２項及び第３項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、

「指定管理者」とあるのは「市長」と、第５条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、

第６条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第２項中「利用料金」と

あるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第７条中「指定管理者」

とあるのは「市長」と、様式第１号から様式第１４号までの規定中「利用料金」とある

のは「使用料」と読み替えるものとする。 

（補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行日前に廃止前の御殿場市総合体育施設条例施行規則（平成４年御殿場

市教育委員会規則第７号）の規定に基づいてなされた手続、処分その他の行為は、この

規則の規定によってなされた手続、処分その他の行為とみなす。 

附 則（令和２年２月１７日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

（全部改正〔令和２年規則４号〕） 

様式第２号（第２条関係） 

（全部改正〔令和２年規則４号〕） 

様式第３号（第２条関係） 

（全部改正〔令和２年規則４号〕） 

様式第４号（第２条関係） 

（全部改正〔令和２年規則４号〕） 

様式第５号（第３条関係） 

（全部改正〔令和２年規則４号〕） 

様式第６号（第３条関係） 

（全部改正〔令和２年規則４号〕） 

様式第７号（第３条関係） 

（全部改正〔令和２年規則４号〕） 

様式第８号（第３条関係） 

（全部改正〔令和２年規則４号〕） 

様式第９号（第３条関係） 

様式第１０号（第４条関係） 

様式第１１号（第４条関係） 

様式第１２号（第５条関係） 

様式第１３号（第５条関係） 

様式第１４号（第６条関係） 

 


